
 

Ⅱ.エ イ ズ 発 生 動 向 調 査 の 概 要 

 

１．エイズ発生動向調査（サーベイランス）報告の流れ 

  エイズ発生動向調査（サーベイランス）は、昭和 59(1984)年 9 月から開始され、平成元(1989)年からは「後

天性免疫不全症候群の予防に関する法律（平成元年法律第 2 号）」（以下「エイズ予防法」という。）に基づい

て平成 11(1999)年 3 月 31 日まで実施されてきた。平成 11（1999）年 4 月 1 日からは「感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）」（以下「感染症法」という。）の施行に伴い

エイズ予防法は伝染病予防法、性病予防法とともに統合廃止され、後天性免疫不全症候群は感染症法の四

類感染症として位置づけられた。その結果、エイズ発生動向調査は感染症法に基づく感染症発生動向調査

の一部として整備された。さらに、平成 15年の法改正で五類感染症に再編成され現在に至っている。本調査

における HIV 感染者とは感染症法の規定に基づく後天性免疫不全症候群発生届により無症候性キャリアあ

るいはその他として報告されたものである。また、AIDS 患者とは初回報告時に AIDS と診断されたものであり、

既に HIV 感染者として報告されている症例が AIDS を発症する等病状に変化を生じた場合は法定報告から

除かれている。 

 

1)エイズ予防法に基づく報告の流れ 

① エイズ予防法に基づく報告の流れは、HIV 感染者あるいは AIDS 患者を診断した医師が感染者・患者

の居住する都道府県知事（指定都市及び中核市においてはその長）に「エイズ病原体感染者報告票」

（以下「初回報告票」という。）を７日以内に提出し、その報告票が都道府県・指定都市・中核市から当時

の厚生省保健医療局エイズ疾病対策課に集められた。初回報告票の内容は、性別、国籍、年齢、HIV感

染者・AIDS患者の別、感染者と診断した年月日、感染者と診断した方法、AIDSと診断した場合は診断年

月日および特徴的症状、感染したと推定される原因および地域（日本国内・海外）、医療機関名と所在地、

診断医師名、報告年月日である。 

② また、厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知（平成７年４月１日健医感発第 30号）

により、初回報告票がすでに提出された HIV 感染者あるいは AIDS 患者に病状の変化（HIV 感染者が

AIDS発病または死亡、AIDS患者が死亡）があった場合、「エイズ病原体感染者報告票（病状に変化を生

じた事項に関する報告）」（以下「病変報告票」という。）が同様の流れで集められた。病変報告票の内容

は、病状の変化の状況（HIV 無症候性キャリア等→エイズ、生存→死亡の別）とその年月日、前回報告時

の臨床診断、感染者と診断した年月日、性別、年齢、国籍、医療機関名と所在地、診断医師名、報告年

月日である。 

  

なお、いずれの報告票でも、氏名、生年月日などの個人を特定できる情報は含まれていない。また、い

ずれの報告票もエイズ動向委員会による審査を通して確定されてきたが、凝固因子製剤による感染はこ

の報告の対象外としてきた。 

 

2)感染症法に基づく報告の流れ 

 感染症法に基づく報告において生じた主な変更点は以下のとおりである。 

① HIV 感染者あるいは AIDS 患者を診断した医師は「後天性免疫不全症候群発生届（HIV 感染症を含

む）」  （以下「発生届」という。）を７日以内に最寄りの保健所長に提出する。 

② 保健所はオンラインを通して、都道府県等（都道府県、保健所を設置する市および特別区）および中

央感染症疫学センター（国立感染症研究所感染症疫学センター内）に報告する。 

③ 報告内容は、性別、診断時の年齢、HIV 感染者・AIDS 患者の別、診断方法、診断時の症状、発病年

月日、初診年月日、診断（検案）年月日、感染したと推定される年月日、死亡年月日（死亡者を検案した

場合）、AIDS 診断指標疾患、推定感染地域（日本国内・海外・不明）、国籍（日本・海外・不明）、推定感



 

染経路である。また、平成 19 年 4 月より、最近数年間の主な居住地（日本国内・海外・不明）が追加され

ている。 

④ 感染症法では、医師が診断したにもかかわらず届出をしなかった場合に対して罰則規定（罰金 50万円

以下）が設けられている。 

⑤ 感染症法に基づく報告は初回報告のみであるが、厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長通知（平成

11 年 3 月 19 日健医疾発第 30 号）による、「エイズ病原体感染者報告票（病状に変化を生じた事項に関

する報告）」（以下「病変報告票」という）は、医師が任意に保健所に報告し、都道府県等にてとりまとめら

れ厚生労働省健康局疾病対策課に集められる。報告内容は、病状の変化、国籍、性別、年齢、前回報

告時の臨床診断、感染者と診断した年月日、報告年月日などである。 

⑥ 報告は診断した医師が最寄りの保健所に報告する。そのため、必ずしも感染者・患者の居住地の保健

所からの報告とは言えないことに留意する必要がある。 

 

 

２．サーベイランスのための HIV 感染症/AIDS診断基準       （厚生労働省エイズ動向委員会,2007） 

 我が国のエイズ動向委員会においては、下記の基準（平成 18 年 3 月 8 日健感発第 0308001 号厚生労働

省健康局結核感染症課長通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1

項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」）によって HIV 感染症/AIDS と診断され、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1項に基づき届け出がなされた報告の分析を

行うこととする。この診断基準は、サーベイランスのための基準であり、治療の開始等の指標となるものではな

い。近年の治療の進歩により、一度指標疾患(Indicator Disease)が認められた後、治療によって軽快する場

合もあるが、発生動向調査上は、報告し直す必要はない。しかしながら、病状に変化が生じた場合（無症候性

キャリア→AIDS、AIDS→死亡等）には、必ず届け出ることが、サーベイランス上重要である。 

 なお、報告票上の記載は、 

  １） 無症候性キャリアとは、Iの基準を満たし、症状のないもの 

  ２） AIDS とは、IIの基準を満たすもの 

  ３） その他とは、Iの基準を満たすが、IIの基準を満たさない何らかの症状があるもの 

を指すことになる。 

 

Ⅰ HIV 感染症の診断 

 1  HIV の抗体スクリーニング検査法（酵素抗体法（ELISA）、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法（I

Ｃ）等）の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合に HIV感染症と診断する。  

  （1）抗体確認検査（Western Blot法、蛍光抗体法(IFA)等） 

  （2）ＨIＶ抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法（PCR 等）等の病原体に関する検査（以下、「HIV 病原

検査」という。） 

 2  ただし、周産期に母親が HIVに感染していたと考えられる生後 18か月未満の児の場合は少なくともＨI

Ｖの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合にＨIＶ感染症と診断する。 

  （1）ＨIＶ病原検査が陽性 

  （2）血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4 陽性Ｔリンパ球数の減少、CD4 陽性Ｔリン

パ球数／CD8陽性Ｔリンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する。 

 

Ⅱ AIDSの診断 

I の基準を満たし、Ⅲの指標疾患（Indicator Disease）の１つ以上が明らかに認められる場合にＡIＤＳと

診断する。 

 



 

Ⅲ 指標疾患（Indicator Disease） 

    Ａ．真菌症 

      １．カンジダ症（食道、気管、気管支、肺） 

      ２．クリプトコッカス症（肺以外） 

      ３．コクシジオイデス症 

         1) 全身に播種したもの 

         2) 肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの 

      ４．ヒストプラズマ症 

         1) 全身に播種したもの  

         2) 肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの 

      ５．ニューモシスティス肺炎  

   Ｂ．原虫症 

      ６．トキソプラズマ脳症（生後１か月以後） 

      ７．クリプトスポリジウム症（１か月以上続く下痢を伴ったもの） 

      ８．イソスポラ症（１か月以上続く下痢を伴ったもの）  

   Ｃ．細菌感染症 

      ９．化膿性細菌感染症（１３歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれ

かが２年以内に、二つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの） 

         1) 敗血症 

         2) 肺炎 

         3) 髄膜炎 

         4) 骨関節炎 

         5) 中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍 

     １０．サルモネラ菌血症（再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く） 

     １１．活動性結核（肺結核又は肺外結核） 

     １２．非結核性抗酸菌症 

         1) 全身に播種したもの 

         2) 肺、皮膚、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの  

  Ｄ．ウイルス感染症 

     １３．サイトメガロウイルス感染症（生後１か月以後で、肝、脾、リンパ節以外） 

     １４．単純ヘルペスウイルス感染症 

         1) １か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの 

         2) 生後１か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの 

     １５．進行性多巣性白質脳症  

  Ｅ．腫瘍 

     １６．カポジ肉腫 

     １７．原発性脳リンパ腫 

     １８．非ホジキンリンパ腫 

     １９．浸潤性子宮頸癌  

  

 Ｆ．その他 

     ２０．反復性肺炎 

     ２１．リンパ性間質性肺炎／肺リンパ過形成：LIP/PLH complex（１３歳未満） 

     ２２．ＨIＶ脳症（認知症又は亜急性脳炎） 



 

     ２３．ＨIＶ消耗性症候群（全身衰弱又はスリム病）  

 

※C11活動性結核のうち肺結核及びE19浸潤性子宮頸癌については、HIVによる免疫不全を示唆

するＴリンパ球数比の減少という免症状又は所見がみられる場合に限る。 

 

 

３．集計対象と集計方法 

  エイズ予防法に基づいて平成 11(1999)年 3 月 31 日までにエイズ動向委員会によって確定された HIV 感

染者、AIDS 患者、及び感染症法に基づいて平成 11(1999)年 4 月 1 日から平成 29(2017)年 12 月 31日まで

に報告されたHIV感染者、AIDS患者を集計対象とした。エイズ予防法に基づく報告例に関しては、HIV感染

者に関する情報は初回報告票から、AIDS 患者と病変報告による死亡者（以下「病変死亡者」という。）に関す

る情報は初回報告票と病変報告票から得たが、平成 11(1999)年 4 月 1 日以降については病変報告による

AIDS 患者は集計に含まれていない。これは現在の病変報告票に感染経路、感染地等の情報が含まれてお

らず、新規報告のAIDS患者と同様の詳細な集計分析が出来ないためである。なお、前述の通り、この集計に

は、凝固因子製剤による感染例は含まれていない。 

無症候性キャリアあるいはその他として報告があったものを HIV感染者とし、AIDS として報告があったものを

AIDS患者として集計した。 

  HIV 感染者、AIDS 患者を日本国籍と外国国籍ごとに、年次、感染経路、性別、年齢、感染地、報告地の

別及びそれらの組み合わせの別に集計した。また、AIDS 患者については指標疾患の分布を集計した。年次

は診断時点、報告時点ではなく、エイズ動向委員会での確定時点としたが、詳細は項目 4 に記す。感染経路

は異性間の性的接触、同性間の性的接触、静注薬物使用、母子感染、その他、不明の 6区分とした。同性間

の性的接触には両性間の性的接触を含めた。その他の感染経路には輸血などに伴う感染や可能性のある感

染経路が複数ある症例（同性間の性的接触と静注薬物使用のいずれかなど）を含めた。国籍は日本・外国の

別と世界地域区分(UNAIDS; Report on the global HIV/AIDS epidemic-JUNE 1998の分類に準拠）を用い

た。 

  

 

４．集計結果を見る上での注意事項 

1)報告漏れと重複について 

 HIV 感染者の多くは、感染後のかなり長い期間、特定の症状がなく、検査を受けてはじめて感染が判明

する。診断された HIV 感染者の報告漏れは比較的少ないと思われるが、検査を受けていない HIV 感染者

がいるために、国内に存在するすべてのHIV感染者の内で報告されている者の割合は必ずしも高くはない

と考えられる。一方、AIDS 患者は特定の症状を有することが多く、医療機関を受診する。診断された AIDS

患者の医療機関からの報告率がきわめて高いことを考慮すると、AIDS 患者の内で報告されている者の割

合はかなり高いと考えられる。 

 エイズ発生動向調査では、同一人について複数の発生届（初回報告票）あるいは病変報告票を提出しな

いこととしているが、どちらの報告票も個人を特定できる情報が含まれていないために、報告に若干の重複

がある可能性を否定できない。 

また、平成 11(1999)年 3 月 31 日までの AIDS 患者は、初回報告票の AIDS 患者に病変報告票の AIDS

患者を加えて集計している。 

2)報告の遅れについて 

 エイズ予防法に基づく報告分の集計では、年次は診断時点でなくエイズ動向委員会の確定時点としてき

た。多くの症例で報告は診断後速やかに行われ、直ちにエイズ動向委員会が審査・確定してきた。ただ、

様々な事情から報告が遅れる症例もあった。平成 2(1990)年～平成 11(1999)年にエイズ動向委員会により



 

確定された HIV 感染者の中で、確定されたのが診断の翌年であった症例は 3.2%、2 年以上遅れた症例は

0.2%であった。同様に、平成 2(1990)年～平成 11(1999)年に確定されたAIDS患者では、確定されたのが診

断の翌年であった症例は 4.8%、2年以上遅れた症例は 1.9%であった(表 13）。 

 

3)本集計データの確定日について 

 感染症法に基づく報告分については、当該年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの報告とした。なお、保健

所からのオンラインによる報告に、その後追加・削除・修正される場合もあり、報告数は集計データを取り出

す時期に左右される可能性がある。本集計は、平成 30 年 3 月 26 日に集計データを確定したものである。

このため、エイズ動向委員会が先に公表した平成 29（2017）年エイズ発生報告数（平成 30年 3 月 16 日現

在）速報値とは若干異なっている。 

 

4)病変報告について 

 エイズ予防法下での初回報告票と病変報告票は感染症法後にも継続されることとなった。しかし前述した

ように、感染症法下では発生届と病変報告票の照らし合わせ（リンケージ）がなされないために病変報告例

の感染経路等の情報を得ることができない。このため、平成１１年 4月 1日以降の患者・感染者病変報告は

除外して集計した。 

 

5)その他 

 病変報告票の年齢欄には診断時点あるいは報告時点などについて明示されていないが、確定診断や報

告よりも極端に遅れる症例はきわめて稀であるので、年齢を診断時点あるいは報告時点のいずれのものと

みても、全体像を把握する上で大きな問題はない。 

 エイズ予防法では、患者あるいは感染者の居住地の県知事に報告されることになっていたが、感染症法

では、報告した医療機関を最寄りの保健所に報告されることとなった。従って、「報告地」の意味が感染症

法の前後で異なっている。 

 本集計では、日本国籍と外国国籍を別にしているが、これは、両者の感染経路の状況や年次推移の傾

向などが大きく異なるためである。 

 

 

５．現行の報告システムの問題点について 

 エイズ動向調査は、HIV感染者やAIDS患者の発生の的確な把握を行うためのシステムであるが、その観点

から見て、感染症法施行以降のシステム（以下、新システム）には、エイズ予防法下のシステム（以下、旧シス

テム）と共通した、あるいは新たに見られる問題点がある。エイズ動向調査による実態把握をより正確なものと

するためには、今後のシステム改訂の際に考慮する必要がある。 

 

1)重複報告の問題 

新システムの発生届は、旧システムの場合と同様、同一者が異なる医療機関から報告されても、それを

原則的に区別することができないため、重複報告が含まれる可能性がある。流行の推移に伴って、今後重

複報告の割合がどのように変動するかは予測し得ないため、今後の実態把握における不確定要因となり得

る。また、HIV 感染者、AIDS 患者に見られる感染経路不明例は、両システムに共通する問題点であり、感

染経路の正確な把握を妨げるため、流行状況の的確な把握に支障をきたす可能性もある。 

 

2)病変報告の問題 

第一に、病変報告票には、感染経路、感染場所等や、初回報告に関する項目が含まれていないため、

病変報告による AIDS 患者（以下、病変 AIDS）を、感染経路、感染場所等によって分類することができない。



 

このため、病変 AIDS は、たとえ捕捉されても、感染経路や感染場所等が不明な例として扱われることとな

る。 

第二に、病変報告票は、初回報告を行った後に、その臨床経過に応じて、改めて報告するものであると

いう性格上、報告漏れの危険を伴うが、病変 AIDS や死亡数の動向は、最近の治療の進歩を反映し得るも

のであるため、病変報告票による報告件数が低下すればエイズ動向調査から患者発生の動向に関する情

報の一部が脱落する恐れがある。 

 第三に、病変 AIDS は、AIDS 患者の中で、以前 HIV 感染者として捕捉されていた者であり、病変 AIDS

数が正確に把握できれば、病変 AIDS 以外の AIDS 数との対比によって、全 HIV 感染者数（注：潜在感染

者を含む）の推計が可能となるため、推計および将来予測上のもっとも基本的な情報として利用されてきた。

従って、病変 AIDS数の捕捉が低下したり、感染経路別の分類が不可能であると、全 HIV感染者数の推計

や予測の支障となる。 

 

3)今後検討を要する問題 

 人権への配慮等、感染症法の趣旨を尊重しつつ、エイズ動向調査をさらに充実させるためには、以下の

点を検討する必要があると考えられる。 

① 報告の意義とシステムに関する医師への普及啓発 

 報告の源は医師であるため、正確な情報記載の意義や病変報告の意義を医師に徹底し、記載漏れや

報告漏れの防止を図る必要がある。 

② 保健所の役割強化 

新システム下では、保健所を経由して情報収集が行われる。従って、報告を受けた保健所が、記載漏

れをチェックするとともに、報告した医師に対して病変報告の存在等についての周知を行うようにすれば、

動向調査の質の向上を図ることができる。 

③ 個人を同定し得ない照合情報の導入 

重複報告の問題を解決するために、生年月日、あるいは欧米諸国で実施されているような個人の特

定につながらないコードを報告項目に導入すれば、報告間の照らし合わせが可能となり、また、病変

AIDSから再び有用な情報が得られることとなる。 

④ 外国人患者、感染者のために通訳サービスの導入・普及 

患者、感染者が外国人の場合、意思疎通が困難なために不明となる場合がある。外国人報告例で特

に不明が多いのは、これが原因であると考えられる。通訳サービスが普及すれば、医療の向上に資する

のみならず、動向調査の質の向上に資するところも大きい。 

 


